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葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp

【申し込み・問い合わせ】
東京税理士会葛飾支部　☎3693-0834
【担当課】　税務課

　所得税・消費税・贈与税の申告に関する相
談に応じます（１人60分以内）。
【日　時】　２月21日（土）・22日（日）
　　　　　午前10時～午後４時
【会　場】　葛飾税理士会館（立石７－12－７）
【定　員】　各日15人
【申込方法】
２月２日（月）午前９時から電話で（先着順）。

【問い合わせ】　葛飾税務署　☎3691-0941（自動音声でご案内します）　【担当課】　税務課

国民健康保険の届け出をお忘れなく
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民

年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ

う
　
日
本
に
お
住
ま
い
の
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年

金
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
国
民
年
金
に
は
、

老
後
の
生
活
を
支
え
る
老
齢
基

礎
年
金
の
他
、
病
気
や
け
が
な

ど
で
障
害
が
残
っ
た
場
合
の
障

害
基
礎
年
金
や
死
亡
し
た
と
き

の
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
年
金

を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
国
民

年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納

付
済
か
保
険
料
の
納
付
免
除
な

ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　
20
歳
に
な
る
月
に
届
く
「
国

民
年
金
被
保
険
者
資
格
取
得
届

書
」
を
提
出
し
、
加
入
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】　
国
保
年
金
課

 

☎（
５
６
５
４
）８
２
１
４

特
別
区
民
税
・
都
民
税

（
普
通
徴
収
分
）
第
４
期

の
納
期
限
は
２
月
２
日

㈪
で
す

　
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
税
務

課
（
区
役
所
３
階
３
２
１
番
）、

区
民
事
務
所
、
区
民
サ
ー
ビ
ス

コ
ー
ナ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
、
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
で
納

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

納
税
は
納
め
忘
れ
や
重
複
納
付

の
な
い
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　
申
込
書
は
、
金
融
機
関
、
区

役
所
、
区
民
事
務
所
に
備
え
て

あ
り
ま
す
。
区
役
所
・
区
民
事

務
所
で
は
、
金
融
機
関
の
キ
ャ

ッ
シ
ュ
カ
ー
ド（
一
部
を
除
く
）

で
簡
単
に
手
続
き
で
き
ま
す
。

【
担
当
課
】　
税
務
課

☎（
５
６
５
４
）８
２
０
１

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ

就
職
に
有
利
な
資
格
取
得
を
支

援
し
ま
す

　
就
職
に
有
利
な
資
格
を
取
得

す
る
方
に
、
教
育
訓
練
給
付
金

や
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

　
事
前
に
相
談
が
必
要
で
す
の

で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

教
育
訓
練
給
付
金

　
区
の
指
定
を
受
け
て
雇
用
保

険
法
に
よ
る
指
定
教
育
訓
練
講

座
（
介
護
職
員
初
任
者
研
修
講

座
・
医
療
事
務
講
座
な
ど
）
を

受
講
し
た
場
合
、
修
了
後
に
支

給
し
ま
す
。

【
支
給
額
】　
受
講
費
用
の
40
％

相
当
額
（
８
０
０
１
円
以
上

20
万
円
が
限
度
）

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
就
職
に
有
利
な
国
家
資
格
な

ど
を
取
得
す
る
た
め
、
養
成
機

関
に
お
い
て
２
年
以
上
修
業
す

る
場
合
に
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
期
間
】　
修
業
期
間
の
全

期
間（
上
限
２
年
）

【
支
給
額
】

▽
特
別
区
民
税
非
課
税
世
帯

月
額
10
万
円

▽
課
税
世
帯

月
額
７
万
５
０
０
円

―
―
―
い
ず
れ
も

―
―
―

【
対
象
】　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母

親
ま
た
は
父
親
で
20
歳
未
満
の

お
子
さ
ん
を
扶
養
し
、
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

か
同
様
の
所
得
水
準
の
方

就
労
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
就
労
専
門
相
談
員
が
、
ひ
と

り
親
家
庭
の
経
済
的
自
立
に
向

け
た
就
職
・
転
職
、
職
業
訓
練

の
案
内
な
ど
を
行
い
ま
す
。

【
相
談
日
】　
原
則
、
毎
週
月
・

木
曜
日（
要
予
約
）

【
対
象
】　
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
を
受
け
て
い
る
ひ
と
り
親
家

庭
の
母
親
ま
た
は
父
親

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】　

子
育
て
支
援
課

（
区
役
所
４
階
４
０
１
番
）

☎（
５
６
５
４
）８
２
７
６

（
社
福
）葛
飾
区
社
会
福

祉
協
議
会
職
員
募
集

（
一
般
事
務
）

【
募
集
人
数
】　
１
人

【
対
象
】　
昭
和
50
年
４
月
２
日

〜
平
成
５
年
４
月
１
日
に
生
ま

れ
た
方
で
、
社
会
福
祉
士
資
格

を
有
し（
取
得
見
込
み
を
含
む
）、

普
通
自
動
車
運
転
と
パ
ソ
コ
ン

操
作
が
で
き
る
方

【
選
考
方
法
】　
教
養
試
験
（
択

一
式
）、
論
文
、
面
接

【
採
用
予
定
日
】　
４
月
15
日

【
給
与
】　

葛
飾
区
社
会
福
祉
協
議
会
規
定

に
よ
る
（
大
学
卒
初
任
給
月
額

16
万
６
２
０
０
円
）

【
応
募
方
法
】

　
２
月
20
日
㈮
ま
で
に
所
定
の

申
込
書
を
持
参
か
郵
送
（
消
印

有
効
）。
詳
し
く
は
募
集
要
項

を
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

【
応
募
・
請
求
・
問
い
合
わ
せ
】

〒
124
–
0006
堀
切
３
–
34
–
１

葛
飾
区
社
会
福
祉
協
議
会

☎（
５
６
９
８
）２
４
１
１

【
担
当
課
】　
福
祉
管
理
課

区
の
美
術
品
の
情
報
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介

し
て
い
ま
す

　
か
つ
し
か
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ヒ

ル
ズ
な
ど
区
の
施
設
で
は
、
葛

飾
に
ゆ
か
り
の
あ
る
美
術
家
の

作
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
美
術
品
の
展
示
場
所
な
ど
の

情
報
を
、区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
ト

ッ
プ
↓
く
ら
し
の
ガ
イ
ド
↓
生

涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
↓

美
術
品
紹
介
）
で
地
域
ご
と
に

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　
立
石
・
四
つ
木
地
区
の
情
報

か
ら
掲
載
し
、
順
次
各
地
域
の

情
報
を
追
加
し
て
い
き
ま
す
。

【
担
当
課
】　
文
化
国
際
課

☎（
５
６
７
０
）２
２
５
９

木
造
住
宅
耐
震
化
・
地

盤
の
液
状
化
対
策
説
明

会
　
区
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
・
耐
震
改
修
・
地
盤
の
液

状
化
判
定
調
査
な
ど
の
費
用
の

一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
補
助
制
度
や
木
造

住
宅
の
耐
震
診
断
の
流
れ
な
ど

に
つ
い
て
、
説
明
会
お
よ
び
相

談
会
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
】　
左
表
の
通
り

【
対
象
】　
区
内
で
木
造
住
宅
を

所
有
す
る
方　
各
回
40
人
程
度

【
担
当
課
】　
建
築
課

☎（
５
６
５
４
）８
５
５
２

耐震化・液状化対策説明会
日　時 会　場

2/7(土)
午前9時30分～正午 水元地区センター (水元3‒13‒22）

午後2時～ 4時30分 西水元地区センター (西水元5‒3‒1‒101)

21(土)
午前9時30分～正午 東立石地区センター (東立石2‒15‒7）

午後2時～ 4時30分 立石地区センター (立石4‒23‒17)

いずれも直接会場へ。車での来場はご遠慮ください。

特
別
区（
東
京
23
区
）職

員
技
術
職
採
用
フ
ォ
ー

ラ
ム

　
特
別
区
技
術
職
の
仕
事
内
容
、

魅
力
な
ど
を
、
現
役
職
員
が
経

験
談
を
交
え
て
伝
え
、
質
問
に

も
答
え
ま
す
。

３
月
22
日
㈰
午
後
０
時
50
分

〜
４
時
。
直
接
会
場
へ
。
明

治
学
院
大
学
（
港
区
白
金
台
１

–
２
–
37
）
技
術
職（
土
木
、

造
園
、
建
築
、
機
械
、
電
気
）

の
受
験
希
望
者
５
０
０
人
程
度

特
別
区
人
事
委
員
会
事
務
局

任
用
課
☎（
５
２
１
０
）９
７
８

７
人
材
育
成
課

　職場の健康保険に加入していた方が退職し国民健康保険に加入すること
になった、または国民健康保険に加入していた方が新たに職場の健康保険
に加入したときなどは、届け出が必要です（下表の通り）。14日以内に窓
口へ届け出てください。
　外国籍の方が加入する場合は、原則、在留期間が３カ月を超えていて、
住民登録のあることが必要です。下表の届け出に必要な物と在留カードま
たは外国人登録証明書とパスポートなどをお持ちください。

【担当課】　国保年金課（区役所3階315番）　☎5654-8210

　確定申告書の作成指導を行います。
【日時・会場】　右表の通り。直接会場へ。
【相談内容】

▽年金受給者、給与所得者の方の所得税（復興
特別所得税）の申告

▽小規模納税者の方の所得税（復興特別所得
税）・消費税の申告（譲渡所得のある方、複数
年申告の方は除きます）

【申告に必要な物】

▽源泉徴収票や医療費の領収書など

▽前年分の申告書控え

▽印鑑・筆記用具・計算器具

▽還付の場合は本人名義の口座番号が分かる物

【受付時間】　午前9時30分～ 11時30分
　　　　　　午後1時～3時30分 土・日曜日

にせ税理士にご注意を！　無資格者が税務相談や税務書類を作成することは、法律で禁じられています。
専門的知識が欠けていることなどから、依頼者が損害を被る恐れもあります。　【問い合わせ】　東京税理士会　☎3356-4461　【担当課】　税務課

電
話
番
号
の
表
記
の
な
い
記
事
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、は
な
し
ょ
う
ぶ
コ
ー
ル
へ
。

凡
例
日
時
　
会
場
　
対
象
　
定
員
　
内
容
　
講
師
　
費
用
　
持
ち
物

保
育
　
そ
の
他
　
申
込
方
法
　
申
込
先
　
問
い
合
わ
せ
先
　
担
当
課

届け出をするとき 届け出に必要な物

加
入

職場の健康保険をやめたときや、職
場の健康保険の扶養家族でなくなっ
たため、国民健康保険への加入が必
要になったとき

職場の健康保険をやめた日付を証明でき
る物（資格喪失証明書・退職証明書・離職
票など）、扶養でなくなった日付を証明で
きる物（被扶養者資格喪失証明書など）

生活保護を受けなくなり、国民健康
保険への加入が必要になったとき 生活保護廃止通知書

喪
失

国民健康保険に加入していたが、職
場の健康保険に加入したときや、職
場の健康保険の扶養家族になったと
き

葛飾区の国民健康保険証・職場の健康保
険に加入した日付を証明できる物（職場の
健康保険証・資格取得証明書など）、扶養
家族になった日付を証明できる物（職場の
健康保険証・資格取得証明書など）

国民健康保険に加入していたが、生
活保護を受けるようになったとき

葛飾区の国民健康保険証・生活保護開始
通知書

●加入の手続きの際、世帯主が葛飾区の国民健康保険以外の保険に加入しているときは、
その保険の種類と扶養に入れない理由をお尋ねします。

●国民健康保険証は簡易書留郵便でお送りします。即日交付を希望する世帯主または世
帯員の方は、運転免許証・パスポート・写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確
認資料を必ずお持ちください(運転免許証などをお持ちでない方は電話でご相談くだ
さい）。本人確認資料は原則として写しをとらせていただきます。

●喪失の手続きの際、70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者証も併せてお持ちください。

日　程 会　場

2/ 2(月)～ 13(金) 金町地区センター
（東金町1‒22‒1）

 3(火)～ 6(金) 高砂地区センター
（高砂3‒1‒39）

 9(月)～ 12(木) 新小岩北地区センター
（東新小岩6‒21‒1）

10(火)～ 17(火) 堀切地区センター
（堀切3‒8‒5）

16(月)・ 17(火) 葛飾税理士会館
（立石7‒12‒7）

※土・日曜日、祝日を除く。
※来場者多数の場合は、受け付けを早く締め切る
場合があります。
※車での来場はご遠慮ください。

税理士による無料税務相談税理士による無料申告相談


